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 資料の貸出・返却、資料の貸出延長・再貸出、予約・リクエストサービ

ス、利用登録等については通常どおり受付が可能です。 

 インターネット上の蔵書検索、利用者照会は、これまでどおり利用する

ことができます。 

 レファレンスはメール等で受付し、可能な範囲で対応するとともに、必

要に応じて関係機関等への照会及び紹介を行います。 

 公民館図書室閉室時間である 17 時以降の、予約資料の受取りについて

は、臨時窓口等を開設し、対応できるよう検討します。 

 

 
 中央図書館の資料の一部は、閉架書庫に保管し、予約による貸出を行い

ます。(受取り場所は公民館図書室) 

 中央図書館所蔵の雑誌・新聞は、可能な範囲で公民館図書室に振分けて

提供します。 

 電子図書館の蔵書を増やすことにより、非来館型の資料提供を充実させ

ます。 

 利用者ご自身が、県立図書館の資料貸出(ぶっくびん)を申込みした場合、

公民館図書室で受取りが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


